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【今号の主な内容】

Ｐ① 生活における適正時間

Ｐ② 熱中症対策の義務化

Ｐ③ 〃

Ｐ④ ことわざ・次回案内
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温故知新

日々
を生き生きさせる！！

適正時間を知っていますか？？
普段何気なく行っている歯磨きや入浴。適正な時間を意識することでより身体が生き生き

とするかもしれません。

歯 磨 き

1日3回3分

全ての歯の汚れを落とすには3

分ほどかかります！1回の歯磨き

をしっかり時間をかけて行うこと

で虫歯や歯周病になる可能性は

低くなります。

さらに食後30分以内だと

より効果的かも！

38℃～40℃のお湯

に10分～20分

逆に30分以上の入浴は身体に負担

がかかるので要注意です！

ちなみに朝入る場合は41℃くらい

の熱めのシャワーを短時間浴びる

と身体が目覚めるので

おすすめです。

15分～30分

日中にとる短時間睡眠は「パワー

ナップ」と呼ばれ、記憶力や集中力

の改善等、作業効率を向上させる

効果が期待できます。

昼寝前にコーヒーなどのカフェイン

を摂取すると、20分～30分後にカ

フェインが脳を覚醒させるので、よ

り昼寝後にきびきびと動けます！

1日トータル20分以上

有酸素運動は20分～1時間程度

継続することで脂肪燃焼効果が

高まるといわれています。まとめ

て時間を作るのが難しい場合は、

数回にわけて行っても

効果は得られます！

入 浴

お 昼 寝 有酸素運動

【 職長会のお知らせ 】

★日時 2025年6月18日(水）

★時間 18時00分～

★会場 銀座ユニーク

ことわざ ・格言にならう安全衛生訓

「転ばぬ先の杖」とは、何かにつまずいて転ばないように、前もって杖を用いて

用心しよう。つまり、失敗してからでは遅いので失敗する前に対策を実施したりし

て、失敗しないようにしよう、という意味で広く使われていることわざです。「濡

れぬ先の傘」、「予防は治療に勝る」などともいいます。

このような示唆に富んだ身近なことわざを知っているにもかかわらず、私たちは

同じような失敗をくり返しています。

安全帯などの保護具の使用や、高所設備の墜落防止対策、機械設備などの安全装

置は、「転ばぬ先の杖」として非常に大切な役割を果たすものです。でも、有効な

ことはわかっていても、ついつい“大丈夫だろう”と対策や使用を省略して、大変

な失敗をしてしまうことになります。

「災害は忘れたころにやってくる」といいます。そんな災害の被害を防止するた

めにも「転ばぬ先の杖」を有効に活用して安全衛生対策を実施しましょう。

【安全大会のお知らせ】

★日時 2025年7月5日(土）

14：30集合

15：00安全大会

★会場 品川プリンスホテル

メインタワー12F 

「シルバー12」

すでに各社宛に案内を流しております。

5月30日までに

ご回答をお願いいたします。
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スマホを操作しながらの歩行は

もちろん禁止です！

通話しながらも注意力が散漫に

なるので気をつけましょう！

スマホを操作しながらの歩行は

もちろん禁止です！

通話しながらも注意力が散漫に

なるので気をつけましょう！

職場における熱中症対策が義務化されます

◎熱中症による死亡災害の多発を踏まえた対策の強化について

職場における熱中症の死亡災害は…

ほとんどが「初期症状の放置・対応の遅れ」

現場において

死亡に至らせない（重篤化させない）ための

適切な対策の実施が必要。

(例）作業員の様子がおかしい…

昼ぐらいから具合が悪い

(例）医療機関への搬送・救急隊要請

上位会社への報告

(例）救急車が到着するまで作業服を

脱がせ水をかけ全身を急速冷却

見つける

判断する

対処する

基本的な考え方

◎現場における対応

「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。

※対象となるのは

「WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以

上または1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業

◎体制整備や手順の例

熱中症のおそれ

のある作業員を

発見

作業離脱

身体冷却

医療機関への

搬送

医療機関までの搬送の間

は決して一人にしない。

明確な症状だけでなく、

①ぼーっとしている

②返事がおかしい

など普段と様子が異なる場合も熱中症のお

それありとして取り扱うことが適当。

体 制 整 備
「熱中症の自覚症状がある作業員」や「熱中症のおそれが
ある作業員を見つけた者」が、それを報告するための体制
を整備する。

手 順 作 成

熱中症のおそれのある作業員に正しく迅速に対処できるた
めの手順を作成する。
(例)・緊急連絡先の調べ方や搬送先の情報共有の方法
　　  ・重篤化を防ぐための初期処置

関係者への
周 知

整備した体制や作成した手順を作業所に入る作業員全員
に確実に周知する。

回

復

これらを怠った場合、6か月以下の懲役または50万以下の

罰金が科せられる可能性がある罰則付きの義務化

回復後の体調急変等により症状が悪化

するケースもあるため、連絡体制や体調

急変時の対応をあらかじめ定めておく。

医療機関への搬送に際しては必要に

応じて、救急隊を要請すること。

判断に迷ったときは#7119等を活用

する。

定めた手順や連絡体制は

・朝礼や打ち合わせで周知

・会議室や休憩所に掲示

・メールなどで通知

を行い確実に全作業員に伝わるよ

う周知する。


